
N
o

市
町

村
名

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
で

の
ペ

ー
ジ

行
現

行
案

修
正

案
修

正
理

由
県

の
考

え
方

送
付

し
た

案
で

の
対

応
ペ

ー
ジ

1
-
1

名
古

屋
市

3
7

ア
 
感

染
症

の
・

・
・

努
め

る
。

イ
 
感

染
症

に
・

・
・

努
め

る
。

ア
 
感

染
症

の
・

・
・

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
イ

 
感

染
症

に
・

・
・

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

人
権

の
尊

重
は

感
染

症
法

上
、

強
い

要
請

を
も

と
め

ら
れ

て
お

り
、

法
第

3
条

の
規

定
な

ど
も

鑑
み

る
と

、
末

尾
の

表
現

を
改

め
た

方
が

適
切

で
あ

る
と

考
え

る
た

め
。

御
意

見
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

現
行

の
表

現
に

お
い

て
も

、
御

意
見

い
た

だ
い

た
意

味
合

い
は

含
ま

れ
て

い
る

と
考

え
る

た
め

、
現

行
の

ま
ま

と
し

ま
す

。
3

1
-
2

名
古

屋
市

1
7

1
4

県
等

と
民

間
検

査
機

関
又

は
医

療
機

関
と

の
間

で
県

と
民

間
検

査
機

関
又

は
医

療
機

関
と

の
間

で

制
度

的
に

は
保

健
所

設
置

市
も

協
定

を
締

結
で

き
る

の
は

事
実

だ
が

、
愛

知
県

の
場

合
は

県
が

保
健

所
設

置
市

分
も

含
め

て
協

定
を

締
結

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
表

記
を

改
め

た
方

が
適

切
で

あ
る

と
考

え
る

。

御
意

見
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

予
防

計
画

の
記

載
に

係
る

主
語

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

の
協

議
に

お
い

て
様

々
な

御
意

見
を

い
た

だ
い

て
お

り
ま

す
。

本
県

と
し

て
は

、
国

の
基

本
指

針
に

従
う

記
載

に
統

一
し

ま
し

た
の

で
、

現
行

の
ま

ま
と

し
ま

す
。

1
9

1
-
3

名
古

屋
市

1
7

数
値

目
標

保
健

所
設

置
市

衛
生

研
究

所
等

の
数

値
目

標
★

要
修

正
本

市
の

予
防

計
画

に
お

い
て

は
、

流
行

初
期

及
び

流
行

初
期

以
降

と
も

に
「

3
8
0
件

/
日

」
を

目
標

と
し

て
お

り
、

県
計

画
の

目
標

値
も

変
更

す
る

こ
と

が
必

要
。

御
意

見
の

と
お

り
修

正
し

、
次

回
協

議
会

に
て

報
告

し
ま

す
。

2
0

1
-
4

名
古

屋
市

1
7

下
か

ら
4

（
衛

生
研

究
所

、
・

・
・

・
か

ら
設

定
）

★
流

行
初

期
及

び
流

行
初

期
以

降
の

目
標

値
の

根
拠

を
記

載
連

携
協

議
会

参
考

資
料

2
よ

り
。

御
意

見
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

各
目

標
値

に
係

る
説

明
記

載
は

、
目

標
値

の
設

定
根

拠
に

つ
い

て
記

載
し

て
い

ま
す

。
2
0

1
-
5

名
古

屋
市

2
0

囲
み

の
上

流
行

初
期

医
療

確
保

措
置

の
基

準
は

、
知

事
が

定
め

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

県
は

、
国

の
示

す
基

準
を

参
酌

し
、

当
該

基
準

を
以

下
の

と
お

り
定

め
る

。

流
行

初
期

医
療

確
保

措
置

の
基

準
は

、
知

事
が

定
め

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

県
は

、
国

の
示

す
基

準
を

参
酌

し
、

当
該

基
準

を
以

下
の

と
お

り
定

め
る

。
た

だ
し

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
の

実
績

を
考

慮
し

、
当

該
基

準
に

よ
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

は
、

医
療

圏
の

実
情

に
応

じ
て

柔
軟

に
対

応
す

る
。

本
市

で
は

、
原

則
と

し
て

総
病

床
数

3
5
0
床

以
上

の
医

療
機

関
に

流
行

最
初

期
の

病
床

確
保

を
依

頼
す

る
方

針
で

あ
り

、
ま

た
、

3
5
1
床

に
満

た
な

い
市

内
公

的
医

療
機

関
等

に
対

し
て

も
流

行
最

初
期

の
病

床
確

保
を

お
願

い
す

る
方

針
で

あ
る

。
こ

う
し

た
規

模
の

医
療

機
関

に
3
0
床

以
上

の
病

床
の

確
保

は
負

担
が

大
き

い
と

思
わ

れ
る

た
め

、
柔

軟
な

対
応

を
可

能
と

す
る

旨
の

記
載

が
あ

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
と

考
え

る
た

め
。

※
第

2
回

連
携

協
議

会
に

お
い

て
、

「
柔

軟
に

対
応

す
る

」
こ

と
を

認
め

る
旨

の
回

答
が

な
さ

れ
て

い
る

。

第
２

回
連

携
協

議
会

に
お

い
て

説
明

し
た

の
は

、
「

流
行

初
期

確
保

医
療

確
保

措
置

の
基

準
を

満
た

す
流

行
初

期
に

確
保

い
た

だ
く

3
0
床

」
の

う
ち

、
「

流
行

最
初

期
病

床
の

確
保

数
」

に
つ

い
て

、
柔

軟
に

対
応

を
、

と
事

務
局

か
ら

説
明

し
て

い
ま

す
。

よ
っ

て
、

流
行

初
期

医
療

確
保

措
置

の
基

準
自

体
は

、
3
0
床

以
上

と
い

う
こ

と
で

変
更

は
な

く
、

記
載

も
現

行
の

と
お

り
で

す
。

な
お

、
流

行
初

期
に

3
0
床

未
満

に
お

い
て

の
協

定
の

締
結

は
可

能
で

す
が

、
流

行
初

期
医

療
確

保
措

置
（

減
収

補
償

等
）

の
対

象
と

は
な

り
ま

せ
ん

。

2
2

市
町

村
か

ら
の

意
見

に
つ

い
て

（
回

答
：

5
4
/
5
4
,
意

見
有

り
が

７
）

1

資料１－１



N
o

市
町

村
名

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
で

の
ペ

ー
ジ

行
現

行
案

修
正

案
修

正
理

由
県

の
考

え
方

送
付

し
た

案
で

の
対

応
ペ

ー
ジ

市
町

村
か

ら
の

意
見

に
つ

い
て

（
回

答
：

5
4
/
5
4
,
意

見
有

り
が

７
）

1
-
6

名
古

屋
市

2
4

下
か

ら
3

県
は

、
病

床
が

ひ
っ

迫
す

る
恐

れ
が

あ
る

際
に

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
応

で
の

実
績

を
踏

ま
え

、
国

の
示

す
基

本
的

な
考

え
方

や
地

域
の

関
係

者
の

考
え

方
も

参
考

に
入

院
調

整
を

行
う

。

県
は

、
病

床
が

ひ
っ

迫
す

る
恐

れ
が

あ
る

際
に

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
応

で
の

実
績

を
踏

ま
え

、
国

の
示

す
基

本
的

な
考

え
方

や
地

域
の

関
係

者
の

考
え

方
も

参
考

に
、

保
健

所
設

置
市

と
連

携
し

て
入

院
調

整
を

行
う

。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
応

に
お

い
て

は
、

保
健

所
設

置
市

の
患

者
は

保
健

所
設

置
市

が
入

院
調

整
を

行
っ

て
い

た
。

次
回

の
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
時

に
今

回
の

体
制

が
よ

い
か

検
証

が
必

要
だ

が
、

県
が

一
括

し
て

入
院

調
整

を
行

う
に

し
て

も
、

地
域

の
実

情
に

詳
し

い
保

健
所

設
置

市
職

員
に

よ
る

応
援

は
必

要
で

あ
る

。
※

本
市

予
防

計
画

案
に

お
い

て
も

、
「

市
は

、
新

興
感

染
症

発
生

・
ま

ん
延

時
に

、
確

保
し

た
病

床
に

円
滑

に
患

者
が

入
院

で
き

る
よ

う
、

県
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

入
院

調
整

を
行

う
。

ま
た

、
病

床
が

ひ
っ

迫
す

る
恐

れ
が

あ
る

際
に

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

へ
の

対
応

に
お

け
る

実
績

を
踏

ま
え

、
国

の
示

す
基

本
的

な
考

え
方

や
医

療
関

係
者

の
意

見
等

も
参

考
に

入
院

調
整

を
行

う
。

」
と

し
て

お
り

、
両

計
画

と
の

整
合

性
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

も
修

正
が

必
要

。

御
意

見
の

よ
う

な
記

載
に

す
る

た
め

に
は

、
少

な
く

と
も

名
古

屋
市

だ
け

で
な

く
、

県
内

の
保

健
所

設
置

市
の

共
通

の
見

解
と

し
て

、
県

へ
応

援
職

員
を

派
遣

で
き

る
よ

う
な

体
制

を
と

り
、

予
防

計
画

等
へ

の
反

映
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

る
が

、
現

状
そ

こ
ま

で
の

結
論

が
出

て
い

な
い

た
め

、
継

続
協

議
と

し
、

今
回

は
現

行
記

載
の

ま
ま

と
し

ま
す

。

2
6

1
-
7

名
古

屋
市

2
3

「
大

同
病

院
及

び
豊

川
市

民
病

院
は

令
和

２
年

３
月

か
ら

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

病
床

に
転

用
中

」
の

記
載

に
つ

い
て

、
令

和
５

年
４

月
１

日
現

在
で

あ
れ

ば
そ

の
通

り
で

す
が

、
令

和
５

年
の

夏
頃

か
ら

、
順

次
、

結
核

病
床

に
戻

し
て

い
る

と
聞

い
て

お
り

ま
す

の
で

、
計

画
か

ら
（

案
）

を
外

す
タ

イ
ミ

ン
グ

で
時

点
を

整
理

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

注
意

書
き

の
見

直
し

も
必

要
と

な
り

ま
す

の
で

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

御
意

見
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

記
載

時
点

と
記

載
内

容
に

つ
い

て
整

合
性

が
と

れ
る

も
の

と
し

ま
す

。
2
5

2
-
1

豊
橋

市
3
9

表
I
H
E
A
T
要

員
の

確
保

数
　

豊
橋

市
　

１
５

人
I
H
E
A
T
要

員
の

確
保

数
　

　
豊

橋
市

　
１

０
人

数
値

目
標

に
つ

い
て

、
所

内
で

再
検

討
し

た
結

果
。

御
意

見
の

と
お

り
修

正
し

、
次

回
協

議
会

に
て

報
告

し
ま

す
。

4
1

2
-
2

豊
橋

市
3
4

目
標

の
最

終
◆

最
終

行

…
指

示
権

限
を

適
切

に
行

使
し

な
が

ら
、

円
滑

な
入

院
調

整
体

制
の

構
築

、
実

施
を

図
る

。

…
適

切
に

行
使

し
、

I
C
T
な

ど
の

活
用

を
含

め
円

滑
な

入
院

調
整

体
制

の
…

。

広
域

（
県

内
）

で
効

率
的

な
情

報
共

有
を

図
る

た
め

に
必

要
な

ツ
ー

ル
で

あ
り

、
よ

り
効

果
的

に
機

能
さ

せ
る

に
は

計
画

に
明

記
す

る
こ

と
が

重
要

と
考

え
る

た
め

。

御
意

見
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

国
の

基
本

指
針

及
び

予
防

計
画

作
成

の
た

め
の

手
引

き
の

内
容

を
踏

ま
え

、
要

否
を

検
討

し
た

結
果

、
現

行
の

ま
ま

と
し

ま
す

。
3
6

2



N
o

市
町

村
名

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
で

の
ペ

ー
ジ

行
現

行
案

修
正

案
修

正
理

由
県

の
考

え
方

送
付

し
た

案
で

の
対

応
ペ

ー
ジ

市
町

村
か

ら
の

意
見

に
つ

い
て

（
回

答
：

5
4
/
5
4
,
意

見
有

り
が

７
）

3
-
1

東
海

市

4 3
9

2
4 2

市
町

村
は

、
自

宅
療

養
者

等
の

療
養

環
境

の
整

備
等

、
県

が
実

施
す

る
施

策
へ

の
協

力
や

感
染

状
況

等
の

情
報

提
供

、
相

談
対

応
を

通
じ

て
住

民
に

身
近

な
立

場
か

ら
感

染
症

の
発

生
及

び
ま

ん
延

の
防

止
を

図
る

。

保
健

所
は

、
感

染
発

生
時

に
お

け
る

…
、

管
内

の
市

町
村

と
協

議
し

、
感

染
症

発
生

時
に

お
け

る
協

力
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

市
町

村
は

、
県

と
療

養
に

関
す

る
必

要
な

連
携

を
図

り
、

自
宅

療
養

者
等

の
療

養
環

境
の

整
備

等
、

県
が

実
施

す
る

施
策

へ
の

…

県
が

実
施

す
る

施
策

へ
の

協
力

に
際

し
、

市
町

村
は

県
か

ら
療

養
者

情
報

の
提

供
が

必
要

と
な

る
場

面
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
そ

れ
に

関
し

て
の

明
記

す
る

必
要

が
あ

る
。

(
要

望
)

感
染

症
発

生
時

に
お

け
る

連
携

体
制

を
確

保
す

る
た

め
、

管
内

の
市

町
村

と
協

議
す

る
と

な
っ

て
い

る
が

、
3
8
ペ

ー
ジ

1
（

1
）

で
「

市
町

村
等

か
ら

の
応

援
体

制
を

含
め

た
」

と
記

載
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
身

分
保

障
な

ど
人

事
部

門
等

も
含

め
た

検
討

内
容

に
し

て
欲

し
い

。

御
意

見
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

御
指

摘
の

点
に

つ
い

て
修

正
し

ま
す

。

要
望

に
つ

い
て

は
、

今
後

の
感

染
症

対
策

の
参

考
と

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

4

4
-
1

日
進

市
3
1

現
状

と
課

題
、

及
び

対
応

＜
未

記
載

＞

＜
現

状
と

課
題

＞
に

追
記

発
熱

等
の

体
調

不
良

に
よ

り
民

間
移

送
事

業
者

に
乗

車
し

医
療

機
関

等
へ

向
か

っ
た

の
ち

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
と

診
断

さ
れ

た
場

合
、

民
間

移
送

事
業

者
か

ら
乗

車
を

拒
否

さ
れ

、
自

宅
に

帰
宅

す
る

手
段

が
な

く
な

っ
た

。

＜
対

応
＞

医
療

機
関

で
診

断
を

受
け

た
患

者
の

移
送

に
つ

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

協
議

を
行

い
、

民
間

事
業

者
と

感
染

症
患

者
の

移
送

体
制

の
構

築
を

図
る

。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

蔓
延

時
に

、
医

療
機

関
か

ら
困

難
事

例
と

し
て

の
相

談
が

多
く

あ
り

、
対

応
に

困
難

を
感

じ
た

た
め

、
あ

ら
か

じ
め

対
応

等
が

記
載

さ
れ

る
と

よ
い

と
考

え
る

た
め

。

民
間

事
業

者
と

の
体

制
構

築
は

目
標

に
記

載
し

て
お

り
、

い
た

だ
い

た
意

見
も

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
現

行
記

載
の

ま
ま

と
し

ま
す

。
3
3

5
-
1

あ
ま

市
1
5

2
0

２
（

４
）

県
及

び
市

町
村

に
お

け
る

・
・

・
２

（
４

）
県

に
お

け
る

・
・

・
感

染
症

及
び

病
原

体
等

に
関

す
る

調
査

研
究

は
、

市
町

村
で

は
困

難
な

た
め

。

保
健

所
を

設
置

し
て

い
な

い
市

町
村

に
、

調
査

研
究

を
求

め
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
国

の
基

本
指

針
を

踏
ま

え
た

内
容

と
し

て
お

り
、

現
行

記
載

の
ま

ま
と

し
ま

す
。

1
7

6
-
1

東
郷

町
2
5

第
一

種
協

定
指

定
医

療
機

関
の

一
覧

表
な

し
第

一
種

協
定

指
定

医
療

機
関

の
一

覧
表

あ
り

P
.
2
4
に

第
一

種
協

定
指

定
医

療
機

関
に

つ
い

て
の

記
載

が
多

く
あ

る
が

、
ど

の
医

療
機

関
か

明
確

で
な

い
た

め
。

第
一

種
協

定
指

定
医

療
機

関
に

つ
い

て
は

、
感

染
症

法
に

お
い

て
定

義
づ

け
さ

れ
て

お
り

、
医

療
措

置
協

定
を

締
結

し
た

医
療

機
関

に
つ

い
て

は
、

感
染

症
法

に
基

づ
き

県
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

公
表

さ
れ

ま
す

。

2
1

6
-
2

東
郷

町
3
2

1
ヶ

月
6
ヶ

月
1
か

月
6
か

月
記

載
の

統
一

御
意

見
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

御
指

摘
の

点
に

つ
い

て
修

正
し

ま
す

。
3
4

7
-
1

幸
田

町
-

制
限

を
緩

和
す

る
時

の
こ

と
に

つ
い

て
触

れ
て

も
良

い
と

思
い

ま
し

た
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
時

の
対

応
で

難
し

か
っ

た
た

め
。

御
意

見
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

今
後

の
感

染
症

対
策

の
参

考
と

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

3


